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　令和4年度神奈川県一般会計の補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ165億2,516万2千円を追加し、歳入歳出

  予算の総額を歳入歳出それぞれ2兆5,138億551万円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正)

第2条  繰越明許費の追加は、「第2表  繰越明許費追加」による。

2　繰越明許費の変更は、「第3表  繰越明許費変更」による。

（地方債の補正）

第3条  地方債の変更は、「第4表  地方債変更」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

定県第174号議案

令和4年度神奈川県一般会計補正予算（第8号）

令和5年2月13日 提出
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 地 方 交 付 税 139,343,360 1,152,314 140,495,674

1 地 方 交 付 税 139,343,360 1,152,314 140,495,674

6 分担金及び負担金 407,870 66,400 474,270

1 分 担 金 26,513 31,150 57,663

2 負 担 金 381,357 35,250 416,607

8 国 庫 支 出 金 465,576,338 10,754,637 476,330,975

1 国 庫 負 担 金 63,644,406 59 63,644,465

2 国 庫 補 助 金 396,436,367 10,754,578 407,190,945

13 諸 収 入 38,317,967 359,811 38,677,778

6 負 担 交 付 収 入 6,113,414 359,792 6,473,206

9 立 替 収 入 886,628 19 886,647

14 県 債 167,759,000 4,192,000 171,951,000

1 県 債 167,759,000 4,192,000 171,951,000

歳 入 合 計 2,497,280,348 16,525,162 2,513,805,510
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 468,094,742 889,187 468,983,929

8 安 全 防 災 費 7,806,589 20,848 7,827,437

9 国 際 文 化 観 光 費 12,584,574 844,253 13,428,827

11 青 少 年 費 918,083 24,086 942,169

3 環 境 費 24,405,128 22,000 24,427,128

3 自 然 保 護 費 1,609,267 22,000 1,631,267

4 民 生 費 382,525,778 276,300 382,802,078

2 障 害 福 祉 費 79,677,328 26,276 79,703,604

4 生 活 保 護 費 21,392,854 250,024 21,642,878

7 農 林 水 産 業 費 17,330,523 985,332 18,315,855

1 農 業 費 1,662,734 538,932 2,201,666

3 農 地 費 2,089,263 256,400 2,345,663

5 水 産 業 費 3,012,705 190,000 3,202,705

8 商 工 費 46,816,702 5,500,000 52,316,702

1 商 工 総 務 費 24,501,414 5,500,000 30,001,414

9 土 木 費 99,364,830 7,839,069 107,203,899

1 土 木 管 理 費 10,912,063 62,067 10,974,130

2 道 路 橋 り ょ う 費 35,634,653 2,523,282 38,157,935

3 河 川 海 岸 費 25,440,372 1,993,320 27,433,692

4 砂 防 費 7,501,121 3,190,400 10,691,521

7 都 市 計 画 費 5,532,390 70,000 5,602,390

11 教 育 費 398,443,989 1,013,274 399,457,263

1 教 育 総 務 費 24,887,786 280,041 25,167,827
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 高 等 学 校 費 130,893,933 353,700 131,247,633

5 特 別 支 援 学 校 費 38,705,387 100,800 38,806,187

8 私 学 振 興 費 65,417,992 278,733 65,696,725

歳 出 合 計 2,497,280,348 16,525,162 2,513,805,510
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事 業 名 金 額

千円

2 総務費 44,934

8 安全防災費 20,848

消費者行政強化事業費 20,848

11 青少年費 24,086

結婚支援推進事業費 24,086

4 民生費 267,081

2 障害福祉費 26,276

障害福祉施設先進技術活用促進事業費 19,734

民間障害福祉施設整備費補助 6,542

4 生活保護費 240,805

保護施設等感染症対策費 240,805

7 農林水産業費 538,932

1 農業費 538,932

卸売市場整備推進費 461,825

産地活性化事業費 77,107

8 商工費 5,500,000

1 商工総務費 5,500,000

県内消費喚起対策事業費 5,500,000

9 土木費 95,667

1 土木管理費 62,067

地籍調査費 62,067

4 砂防費 33,600

　第 2 表　繰越明許費追加

款 項
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事 業 名 金 額

千円

宅地造成及び特定盛土等規制法関連事
業費

33,600

11 教育費 659,574

1 教育総務費 280,041

公立幼稚園等感染症対策費補助 8,350

ＧＩＧＡスクール構想推進事業費 271,691

5 特別支援学校費 100,800

特別支援学校維持運営費 100,800

8 私学振興費 278,733

私立学校経常費補助 105,317

私立幼稚園等感染症対策費補助 173,416

合計 7,106,188

款 項
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補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

2 総務費 9 国際文化観光費 観光需要喚起策実施事業費 6,351,535 7,195,788

3 環境費 3 自然保護費 古都及び緑地保全事業費 368,913 390,913

7
農林水産
業費

3 農地費 県営かんがい排水事業費 119,301 234,301

7
農林水産
業費

3 農地費 農村振興整備事業費 96,649 127,249

7
農林水産
業費

3 農地費 農道整備事業費 656,800 663,800

7
農林水産
業費

3 農地費 農地保全事業費 13,543 15,543

7
農林水産
業費

3 農地費 農業用施設防災対策事業費 129,468 146,268

7
農林水産
業費

3 農地費 湛水防除事業費 28,600 113,600

7
農林水産
業費

5 水産業費 県営漁港整備事業費 865,623 1,055,623

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路災害防除事業費 1,544,095 1,879,481

9 土木費 2 道路橋りょう費 電線地中化促進事業費 325,550 783,550

9 土木費 2 道路橋りょう費 交通安全施設等整備費 1,764,343 1,941,679

9 土木費 2 道路橋りょう費 橋りょう補修費 1,586,301 2,151,851

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路改良費 4,458,126 4,678,126

9 土木費 2 道路橋りょう費 街路整備費 3,569,509 3,599,509

9 土木費 3 河川海岸費 河川環境整備事業費 21,816 28,086

9 土木費 3 河川海岸費 河川改修事業費 8,935,372 9,738,572

9 土木費 3 河川海岸費 都市基盤河川改修費 703,456 1,010,456

9 土木費 3 河川海岸費 海岸高潮対策費 330,118 530,118

9 土木費 4 砂防費 通常砂防事業費 1,076,564 2,773,564

9 土木費 4 砂防費 地すべり対策事業費 70,980 88,980

9 土木費 4 砂防費 急傾斜地崩壊対策事業費 2,683,600 4,125,400

　第 3 表　繰越明許費変更

款 項 事 業 名
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補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

9 土木費 7 都市計画費 都市公園整備費 304,234 374,234

11 教育費 4 高等学校費 高等学校維持運営費 531,660 885,360

款 項 事 業 名
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限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

 (環境債) 千円 千円

緑地保全等事業
費

518,000 527,000

 (農林水産業債)
一般公共事業費

 (土木債)

9

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和4年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和4年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

補 正 後

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

2,444,000

33,530,000

　第 4 表　地方債変更

起債の目的

2,301,000

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

補 正 前

29,490,000一般公共事業費



限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

10

171,951,000

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

合計

起債の目的
補 正 前 補 正 後

167,759,000



（総  則）

第1条　令和4年度神奈川県流域下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めると

　ころによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条　令和4年度神奈川県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に

　定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額）

（企業債の補正）

第3条　予算第6条中限度額を次のとおり補正する。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

令和5年2月13日 提出

補 正 前 補 正 後

建設改良費 1,033,000 1,083,000

起債の目的

5,415,728千円253,916千円5,161,812千円

50,083千円 1,090,752千円

限 度 額

支　　　　出

第1款 254,000千円 7,555,889千円

第1項

11

第2項

国庫補助金第3項

負担金

2,393,151千円

資本的支出 7,301,889千円

5,057,016千円建設改良費 254,000千円 5,311,016千円

50,000千円

1,040,669千円

2,546,984千円153,833千円

定県第175号議案

令和4年度神奈川県流域下水道事業会計補正予算（第3号）

第1項

資本的収入

収　　　　入

第1款

企業債

（計）

1,083,000千円1,033,000千円

千円 千円





第1条  令和4年度神奈川県水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところに

　よる。  

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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定県第176号議案

（総  則）

令和4年度神奈川県水道事業会計補正予算（第3号）

（資本的支出の補正）

令和5年2月13日 提出

　額を次のとおり補正する。

第1項 26,121,162千円

39,104,765千円

第2条  令和4年度神奈川県水道事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本

　的支出額に対し不足する額197億5,077万2千円」を「資本的収入額が資本的支出額に

  対し不足する額197億5,858万2千円」に、「過年度分損益勘定留保資金36億9,862万

　1千円」を「過年度分損益勘定留保資金37億643万1千円」に改め、資本的支出の予定

第1款

7,810千円 26,128,972千円一般建設改良費

支　　　　出

7,810千円資本的支出 39,096,955千円





第1条  令和4年度神奈川県電気事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところに

　よる。  

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

15

（資本的支出の補正）

第2条  令和4年度神奈川県電気事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本

　的支出額に対し不足する額30億2,174万8千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対

  し不足する額30億2,961万3千円」に、「過年度分損益勘定留保資金24億4,947万円」

　を「過年度分損益勘定留保資金24億5,733万5千円」に改め、資本的支出の予定額を次

令和5年2月13日 提出

第1項 建設改良費

定県第177号議案

（総  則）

令和4年度神奈川県電気事業会計補正予算（第3号）

1,010,618千円 7,865千円 1,018,483千円

　のとおり補正する。

支　　　　出

第1款 資本的支出 3,318,714千円 7,865千円 3,326,579千円





第1条  令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計の補正予算（第2号）は、次に

　定めるところによる。

第2条  令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計予算第4条に定めた資本的収入

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

17

定県第178号議案

（総  則）

第1款 資本的収入 465,319千円

55,000千円共同施設改良費

令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計補正予算（第2号）

     

520,319千円

（資本的収入及び支出の補正）

  及び支出の予定額を次のとおり補正する。

465,319千円 520,319千円

第1項
共同施設改良受
託収入

収　　　　入

55,000千円

55,000千円

令和5年2月13日 提出

465,319千円 520,319千円

支　　　　出

55,000千円第1款 資本的支出 465,319千円 520,319千円

第1項




